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令和元年労第３０１号 

 

主  文 

本件再審査請求を棄却する｡ 

 

事実及び理由 

第１ 再審査請求の趣旨 

労働基準監督署長（以下「監督署長」という。）が平成３０年１１月２９日付けで

再審査請求人（以下「請求人」という。）に対してした労働者災害補償保険法による

休業補償給付の支給に関する処分を取り消すことを求める。 

第２ 事案の概要 

１ 請求人は、Ａ会社に雇用され、各地の工事現場で施工管理業務に従事したが、平

成２８年５月からＢ所在の同社本社工場において、アクリルパネルの切断、研磨

等の作業に従事していた。 

２ 請求人は、平成２８年１０月２７日、手指にしびれを感じ、指に力が入らなくな

ったため、同月２８日、Ｃ医療機関を受診し、「多発ニューロパチー」と診断され、

また、同年１１月８日、Ｄ医療機関に転医して受診したところ、「右肘部管症候群」

（以下「本件疾病」という。）と診断された。 

 請求人は、本件疾病は業務上の事由によるものであるとして療養補償給付及び

平成２８年１０月２８日から平成２９年１１月３０日までの間の休業補償給付の

請求をしたところ、監督署長はこれらを支給しない旨の処分をした。請求人は、こ

れを不服として、労働者災害補償保険審査官（以下「審査官」という。）に対し審

査請求をしたところ、審査官が平成３０年９月１８日付けでこれらを取り消す旨

の決定を行った。 

３ 本件は、監督署長が審査官の取消決定を受け、休業補償給付について受診日の

み支給し、その余を支給しない旨の処分（以下「本件処分」という。）及び療養補

償給付を支給する旨の処分をしたことから、本件処分を不服として同処分の取消

しを求める事案である。 

４ 請求人は、審査官に対し審査請求をしたところ、審査官が令和元年６月１２日

付けでこれを棄却する旨の決定をしたことから、更にこの決定を不服として本件

再審査請求をした。 
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第３ 当事者の主張の要旨 

１ 請求人 

  （略） 

２ 原処分庁 

  （略） 

第４ 争  点 

請求人の本件疾病について、平成２８年１０月２８日から平成２９年１１月３０

日までの間のうち、受診日以外は休業補償給付を支給しないとした本件処分が妥当

であると認められるか。 

第５ 審査資料 

（略） 

第６ 理  由 

 １ 当審査会の事実認定 

 （略） 

２ 当審査会の判断 

（１）請求人は、休業補償給付支給請求書において、主治医であるＥ医師が、平成２

８年１１月８日から平成２９年１１月３０日までの期間、療養のため労働する

ことができなかったものと証明したことを尊重して、これらの全期間の休業補

償給付を支給すべきであると主張する。 

（２）休業補償給付の支給要件については、決定書に説示するとおり、「療養のため

労働することができない」とは必ずしも負傷直前と同一の労働ができないとい

う意味ではなく、一般的に働けないことをいい、軽作業に就くことによる症状

の悪化が認められない状態にあると判断される場合には、同給付の対象とはな

らないとされている。 

（３）主治医のＥ医師は、当該休業補償給付支給請求書において、平成２８年１１月

８日から平成２９年１１月３０日までの期間を療養のため労働することができ

なかったと認められる期間と記載している。 

しかし、同医師は、平成２９年１１月１４日付け意見書において、日常生活等

において制限した事項及び期間は「制限なし」と述べ、さらに、平成３０年１１

月１日付け意見書において、就労について休業に関する指示は「無」と述べてい

るところであり、上記２つの意見書が同医師の意見であるとみることが妥当で
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ある。 

（４）さらに、Ｅ医師の上記２つの意見書を踏まえた上で、Ｆ医師は、平成３０年１

１月８日付け意見書において、要旨、就労の制限は必要なかったものと考える

ので、受診日のみ休業（部分休業）を認めるのがよいと述べ、また、Ｇ医師は、

同月１２日付け意見書において、休業の必要性は認められていないが、通院日

について就業は困難と思われ、手術治療後症状固定するまでは通院日のみの休

務は認められる旨述べている。 

上記のＦ医師及びＧ医師の各意見は、請求人に係る本件疾病の症状及びその

経過、主治医の意見等を踏まえたものであり、妥当な判断である。 

（５）したがって、請求人については、本件疾病により軽作業にも就けない状態にあ

ったものとは認められないことから、平成２８年１０月２８日から平成２９年

１１月３０日までの全期間を療養のため労働することができなかったものと認

めることはできず、受診日のみ認めるのが相当である。 

３ 結  論 

よって、本件処分は妥当であって、これを取り消すべき理由はないから、請求人

の本件再審査請求を棄却することとして、主文のとおり裁決する。 

 

令和２年５月１３日 

 


